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(57)【要約】
【課題】解析対象とする微小粒子あるいは微小粒子小集
団を分布図上で容易かつ直感的に特定でき、これらにつ
いての正確な統計データを得ることが可能なデータ解析
装置の提供。
【解決手段】微小粒子の測定データを保存するデータ格
納部１３０と、前記測定データから独立した３種の変数
を選択する入力部１４１と、前記３種の変数を座標軸と
する座標空間内における位置と図形を計算し、前記微小
粒子の特性分布を表す３Ｄ立体画像を作成するデータ処
理部１２０と、前記３Ｄ立体画像を表示する表示部１４
２と、を有し、前記３Ｄ立体画像において、平面によっ
て複数の領域に区分けされた前記座標空間の各領域内の
前記図形を領域毎に異なる色で表示する３Ｄデータ解析
装置１を提供する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　微小粒子の測定データを保存するデータ格納部と、
前記測定データから独立した３種の変数を選択する入力部と、
前記３種の変数を座標軸とする座標空間内における位置と図形を計算し、前記微小粒子の
特性分布を表す３Ｄ立体画像を作成するデータ処理部と、
前記３Ｄ立体画像を表示する表示部と、を有し、
前記３Ｄ立体画像において、平面によって複数の領域に区分けされた前記座標空間の各領
域内の前記図形を領域毎に異なる色で表示する３Ｄデータ解析装置。
【請求項２】
　前記データ処理部は、前記領域毎の分布頻度を計算し、
前記表示部は、各領域内の前記図形を、分布頻度に関連付けられた色で表示する請求項１
記載の３Ｄデータ解析装置。
【請求項３】
　前記入力部からの入力信号に基づいて前記平面を位置変更可能に設定し、前記３Ｄ立体
画像中に表示する請求項２記載の３Ｄデータ解析装置。
【請求項４】
　前記データ処理部が前記平面の位置変更に連動して前記分布頻度を計算し、各領域内の
前記図形の色がリアルタイムに変化して表示される請求項３記載の３Ｄデータ解析装置。
【請求項５】
　前記入力部からの入力信号に基づいて前記表示部において前記３Ｄ立体画像を回転させ
、任意に選択された座標軸方向からの該画像の立体像観察を可能とする請求項４記載の３
Ｄデータ解析装置。
【請求項６】
　微小粒子の測定データを保存するデータ格納部と、前記測定データから独立した３種の
変数を選択する入力部と、前記３種の変数を座標軸とする座標空間内における位置と図形
を計算し、前記微小粒子の特性分布を表す３Ｄ立体画像を作成するデータ処理部と、前記
３Ｄ立体画像を表示する表示部と、を有し、前記３Ｄ立体画像において、平面によって複
数の領域に区分けされた前記座標空間の各領域内の前記図形を、領域毎に異なる色で表示
する３Ｄデータ解析装置と、
微小粒子測定装置と、を連設してなる微小粒子解析システム。
【請求項７】
　微小粒子の測定データから独立した３種の変数を選択する手順と、
前記３種の変数を座標軸とする座標空間内における位置と図形を計算し、前記微小粒子の
特性分布を表す３Ｄ立体画像を作成する手順と、
前記３Ｄ立体画像を表示させる手順と、
前記３Ｄ立体画像において前記座標空間を複数の領域に区分けする平面を設定する手順と
、
各領域内の前記図形を領域毎に異なる色で表示させる手順と、を含む３Ｄデータ解析方法
。
【請求項８】
　微小粒子の測定データから選択される独立した３種の変数を座標軸とする座標空間内に
おける位置と図形を計算し、前記微小粒子の特性分布を表す３Ｄ立体画像を作成するステ
ップと、
前記３Ｄ立体画像を表示するステップと、
前記３Ｄ立体画像においてユーザにより設定される平面により複数の領域に区分けされた
前記座標空間の各領域内の前記図形を領域毎に異なる色で表示するステップと、をコンピ
ュータに実行させる３Ｄデータ解析プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本技術は、３Ｄデータ解析のための装置、方法及びプログラムと、微小粒子解析システ
ムに関する。より詳しくは、微小粒子の測定データを３Ｄ立体画像により表示し、該画像
を用いてポピュレーション情報などのデータ解析を行うことができる３Ｄデータ解析装置
等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　細胞、微生物及びリポソーム等の生体関連粒子や、ラテックス粒子、ゲル粒子及び工業
用粒子等の合成粒子などの微小粒子を解析するため、微小粒子の分散液を流路内に導入し
て、微小粒子を光学的、電気的あるいは磁気的に測定する微小粒子測定装置が用いられて
いる。
【０００３】
　一例として、合成粒子を大きさや形状に応じて判別するパーティクルアナライザーがあ
る。パーティクルアナライザーで測定可能なパラメータ（変数）には、微小粒子の元素組
成及び粒径などがある。
【０００４】
　また、生体関連粒子の解析では、フローサイトメータ（フローサイトメトリー）が用い
られている。フローサイトメータで測定可能なパラメータには、微小粒子の前方散乱光（
FS）、側方散乱（SS）、蛍光（FL）及びインピーダンスなどがある。前方散乱光（FS）、
側方散乱（SS）及び蛍光（FL）は細胞や微生物（以下、単に「細胞」という）の光学的特
性を示すパラメータとして、インピーダンスは細胞の電気的特性を示すパラメータとして
用いられる。
【０００５】
　具体的には、まず、前方散乱光は、レーザー光の軸に対して前方向の小さい角度で散乱
する光であり、細胞の表面で生じるレーザー光の散乱光や回折光、屈折光からなる。前方
散乱光は、主として細胞の大きさを示すパラメータとして用いられている。次に、側方散
乱は、レーザー光の軸に対して約９０度の角度で散乱する光であり、細胞の内部の顆粒や
核などで生じるレーザー光の散乱光である。側方散乱は、主として細胞の内部構造を示す
パラメータとして用いられている。また、蛍光は、細胞に標識された蛍光色素から発生す
る光であり、蛍光色素標識抗体が認識する細胞表面抗原の有無や蛍光色素が結合した核酸
の量などを示すパラメータとして用いられている。また、インピーダンスは、電気抵抗法
によって測定され、細胞の容積を示すパラメータとして用いられている。
【０００６】
　フローサイトメータにおける測定データの解析のため、これらの測定パラメータを軸に
とって各細胞の測定値をプロットすることにより、細胞集団中における細胞の特性分布を
表す図を作成して表示するデータ解析装置が用いられている。測定パラメータを１つとし
た一次元分布図はヒストグラムとも称され、測定パラメータをＸ軸にとり、細胞数（カウ
ント）をＹ軸にとったグラフとして作成される。また、測定パラメータを２つとした二次
元分布図はサイトグラムとも称され、一方の測定パラメータをＸ軸とし、他方の測定パラ
メータをＹ軸とした座標面内に、各細胞をその測定値に基づいてプロットしていくことに
より作成される。
【０００７】
　ヒストグラム上あるいはサイトグラム上に領域を設定することで、各領域内に存在する
細胞に関して統計的なデータを得ることが可能である。統計的なデータとしてよく用いら
れているものに、細胞集団中に目的細胞がどれくらいの割合で含まれているのかを示す頻
度分布（ポピュレーション情報）がある。頻度分布は、ヒストグラム上あるいはサイトグ
ラム上に設定された各領域内に存在する細胞が全体に占める割合として算出される。
【０００８】
　例えば、目的細胞が所定のパラメータについて一定値以上の値を示すことが既知である
場合、ヒストグラムによる目的細胞の分布頻度の算出は、ヒストグラムをＸ軸上の一定値
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で２分割することから行われる。これにより、ヒストグラムを一定値以上の領域（目的細
胞が存する領域）と一定値未満の領域（非目的細胞が存する領域）とに区分けする。デー
タ解析装置は、設定された各領域について、領域内に存在する細胞の数から分布頻度を算
出する。また、サイトグラムを用いる場合には、分布頻度の計算は、サイトグラムをＸ軸
上及びＹ軸上の一定値で分割して４つの領域に区分けすることから行われる。これにより
、サイトグラムを２つのパラメータがともに一定値以上の領域（目的細胞が存する領域）
といずれかのパラメータが一定値未満の領域（非目的細胞が存する領域）に区分けする。
【０００９】
　特許文献１には、「分析物から第１、第２及び第３の測定データを取得する測定データ
取得手段と、前記第１、第２及び第３の測定データを軸とし、分析物に含まれる有形成分
の分布を示す三次元分布図を作成する三次元分布図作成手段と、前記三次元分布図上に分
画領域を変更可能に設定する領域設定手段と、前記領域設定手段によって設定された前記
分画領域に属する有形成分について、前記第１及び第２の測定データを軸とする２次元分
布図及び前記第１の測定データを軸とする度数分布図の少なくとも一方を作成する参考用
分布図作成手段と、を備える分析装置。」が提案されている（当該文献請求項９参照）。
この分析装置によれば、三次元分布図とともに表示される２次元分布図（サイトグラム）
及び度数分布図（ヒストグラム）を参照しながら、三次元分布図上に分画領域を設定する
ことができる。なお、この分析装置の三次元分布図は、ディスプレイ上に平面的に表示さ
れるものであり、立体視されるものではない。
【００１０】
　本技術に関連して、二眼式ステレオ立体画像技術（３Ｄ立体画像技術）について説明す
る。二眼式ステレオ立体映像では、まず、対象物を右眼及び左眼で見たときの２つの映像
を用意する。そして、これらの映像を同時に表示した上で、右眼用映像を右眼だけに、左
眼用映像を左眼だけに提示する。これにより、三次元空間で対象物を見ている際に目に映
る映像を再現し、ユーザに対象物を立体視させる。
【００１１】
　立体視が可能な３Ｄディスプレイには、（ａ）メガネ方式、（ｂ）裸眼方式、（ｃ）ビ
ューア方式が主に採用されている。（ａ）メガネ方式には、さらにアナグリフ方式、偏光
フィルタ方式、時分割方式がある。また、（ｂ）裸眼方式にはパララックスバリア方式、
レンティキュラ方式があり、（ｃ）ビューア方式にはステレオスコープ方式、ヘッドマウ
ント方式がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２００６－１７４９７号公報
【非特許文献】
【００１３】
【非特許文献１】A New "Logicle" Display Method Avoids Deceptive Effects of Logar
ithmic Scaling for Low Signals and Compensated Data. Cytometry Part A 69A:541-55
1, 2006.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　一つの測定パラメータを軸としたヒストグラム上あるいは一つの組み合わせの測定パラ
メータを軸としたサイトグラム上においては、解析対象とする細胞小集団と不要な細胞と
が重なり合う領域に存在している場合がある。例えば、ヒト末梢血をサンプルとしてリン
パ球の解析を行う際、前方散乱光（FS）と側方散乱（SS）を軸にとったサイトグラム上で
は、一部の単球がリンパ球と同一の領域に存在する場合がある。
【００１５】
　このため、従来のヒストグラム及びサイトグラムを用いたデータ解析では、目的細胞の
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特定が困難で、目的細胞のみが存在するように領域を設定することが難しく、頻度分布な
どの統計データを正確に得ることができなかった。
【００１６】
　そこで、本技術は、解析対象とする微小粒子あるいは微小粒子小集団を分布図上で容易
かつ直感的に特定でき、これらについての正確な統計データを得ることが可能なデータ解
析装置を提供することを主な目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記課題解決のため、本技術は、微小粒子の測定データを保存するデータ格納部と、前
記測定データから独立した３種の変数を選択する入力部と、前記３種の変数を座標軸とす
る座標空間内における位置と図形を計算し、前記微小粒子の特性分布を表す３Ｄ立体画像
を作成するデータ処理部と、前記３Ｄ立体画像を表示する表示部と、を有し、前記３Ｄ立
体画像において、平面によって複数の領域に区分けされた前記座標空間の各領域内の前記
図形を領域毎に異なる色で表示する３Ｄデータ解析装置を提供する。
　この３Ｄデータ解析装置では、任意に選択した３種のパラメータを座標軸とした三次元
分布図を立体視しながらデータ解析のための領域を設定する際、各領域内の図形が領域毎
に異なる色で表示される。このため、各図形がいずれの領域に存在しているのかを直感的
に確認しながら領域の設定を行うことができ、領域間の境界を明確に認識して、正確な領
域設定を行うことができる。
　この３Ｄデータ解析装置において、前記データ処理部は、前記領域毎の分布頻度を計算
し、前記表示部は、各領域内の前記図形を、分布頻度に関連付けられた色で表示すること
が好ましい。さらに、前記データ処理部は、前記平面の位置変更に連動して前記分布頻度
を計算し、各領域内の前記図形の色がリアルタイムに変化して表示されるようにすること
が好ましい。
　３Ｄ立体画像中において各領域内の図形を頻度分布に応じた異なる色によって表示する
ことで、ユーザが直感的に頻度分布の解析結果を知得することができる。
　この３Ｄデータ解析装置は、前記入力部からの入力信号に基づいて前記表示部において
前記３Ｄ立体画像を回転させ、任意に選択された座標軸方向からの該画像の立体像を観察
できるように構成されることが好ましい。
【００１８】
　また、本技術は、微小粒子の測定データを保存するデータ格納部と、前記測定データか
ら独立した３種の変数を選択する入力部と、前記３種の変数を座標軸とする座標空間内に
おける位置と図形を計算し、前記微小粒子の特性分布を表す３Ｄ立体画像を作成するデー
タ処理部と、前記３Ｄ立体画像を表示する表示部と、を有し、前記３Ｄ立体画像において
、平面によって複数の領域に区分けされた前記座標空間の各領域内の前記図形を、領域毎
に異なる色で表示する３Ｄデータ解析装置と、微小粒子測定装置と、を連設してなる微小
粒子解析システムを提供する。
【００１９】
　さらに、本技術は、微小粒子の測定データから独立した３種の変数を選択する手順と、
前記３種の変数を座標軸とする座標空間内における位置と図形を計算し、前記微小粒子の
特性分布を表す３Ｄ立体画像を作成する手順と、前記３Ｄ立体画像を表示させる手順と、
前記３Ｄ立体画像において前記座標空間を複数の領域に区分けする平面を設定する手順と
、各領域内の前記図形を領域毎に異なる色で表示させる手順と、を含む３Ｄデータ解析方
法を提供する。併せて、本技術は、微小粒子の測定データから選択される独立した３種の
変数を座標軸とする座標空間内における位置と図形を計算し、前記微小粒子の特性分布を
表す３Ｄ立体画像を作成するステップと、前記３Ｄ立体画像を表示するステップと、前記
３Ｄ立体画像においてユーザにより設定される平面により複数の領域に区分けされた前記
座標空間の各領域内の前記図形を領域毎に異なる色で表示するステップと、をコンピュー
タに実行させる３Ｄデータ解析プログラムをも提供する。
【００２０】
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　本技術において、「微小粒子」には、細胞、微生物及びリポソーム等の生体関連粒子、
ラテックス粒子、ゲル粒子、工業用粒子等の合成粒子などの微小粒子が広く含まれるもの
とする。
　細胞には、動物細胞（血球系細胞など）及び植物細胞が含まれる。微生物には、大腸菌
等の細菌類、タバコモザイクウイルス等のウイルス類、イースト菌等の菌類などが含まれ
る。生体関連粒子には、各種細胞を構成する染色体、リポソーム、ミトコンドリア、オル
ガネラ(細胞小器官)なども含まれる。さらに、生体関連粒子には、核酸やタンパク質、こ
れらの複合体などの生体関連高分子も包含され得るものとする。工業用粒子は、有機もし
くは無機高分子材料、金属などであってもよい。有機高分子材料には、ポリスチレン、ス
チレン・ジビニルベンゼン及びポリメチルメタクリレートなどが含まれる。無機高分子材
料には、ガラス、シリカ及び磁性体材料などが含まれる。金属には、金コロイド及びアル
ミなどが含まれる。これら微小粒子の形状は、一般には球形であるが、非球形であっても
よい。また、微小粒子の大きさや質量なども特に限定されない。
【発明の効果】
【００２１】
　本技術により、解析対象とする微小粒子あるいは微小粒子小集団を分布図上で容易かつ
直感的に特定でき、これらについての正確な統計データを得ることが可能なデータ解析装
置が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】フローサイトメータに連設された本技術に係る３Ｄデータ解析装置の構成を説明
するブロック図である。
【図２】本技術に係る３Ｄデータ解析装置の機能的構成を説明するブロック図である。
【図３】本技術に係る３Ｄデータ解析装置により表示される三次元分布図を説明する模式
図である。
【図４】本技術に係る３Ｄデータ解析装置により表示される二眼式ステレオ立体画像（３
Ｄ立体画像）を説明する模式図である。
【図５】三次元分布図の座標空間に設定される平面（ガイド面）と領域を説明する模式図
である。
【図６】座標空間を８領域に区分した三次元分布図を説明するための模式図である。
【図７】三次元分布図の座標空間を８領域に区分するガイド面を移動させるための標識図
形の配置を説明するための模式図である。
【図８】三次元分布図の座標空間に斜めに設定されるガイド面を説明するための模式図で
ある。
【図９】座標空間を８領域に区分した三次元分布図における頻度分布の解析結果の表示例
を説明するための図である。
【図１０】分布頻度を反映させて多色表示した三次元分布図を説明するための模式図であ
る。
【図１１】３Ｄ立体画像中の微小粒子に対応する図形の形状を説明する模式図である。
【図１２】シェード処理された図形の立体観察像を説明する概念図である。
【図１３】シェード処理の処理方法を説明する模式図である。
【図１４】座標軸の立体観察像を説明する概念図である。
【図１５】各座標軸方向からの三次元分布図の立体観察像を説明する概念図である。
【図１６】微小粒子に対応する図形を揺動させた動画像の立体観察像を説明する概念図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本技術を実施するための好適な形態について図面を参照しながら説明する。なお
、以下に説明する実施形態は、本技術の代表的な実施形態の一例を示したものであり、こ
れにより本技術の範囲が狭く解釈されることはない。説明は以下の順序で行う。
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１．３Ｄデータ解析装置の構成
２．３Ｄ立体画像の表示
３．データ解析
４．データ表示
５．３Ｄ立体画像の特徴
（５－１）図形の形状
（５－２）図形のシェード処理
（５－３）座標軸
（５－４）動画像
６．３Ｄデータ解析プログラム
 
【００２４】
１．３Ｄデータ解析装置の構成
　図１に、本技術に係る３Ｄデータ解析装置の装置構成を示す。ここでは、３Ｄデータ解
析装置を微小粒子測定装置に連設して微小粒子解析システムとして構成した実施形態を示
す。また、図２に、この微小粒子解析システムの機能的構成を示す。以下では、微小粒子
測定装置としてフローサイトメータを用いる場合を例に説明する。
【００２５】
　図中符号１で示す３Ｄデータ解析装置は、通信ケーブル４によりフローサイトメータ２
と接続されて微小粒子解析システム３を構成している。３Ｄデータ解析装置１は、中央処
理装置（ＣＰＵ）１０、メモリ２０、ハードディスク３０、ユーザインターフェイスなど
を含んでいる。ハードディスク３０には、３Ｄデータ解析プログラム３１、微小粒子の測
定データ３２及びオペレーティングシステム（ＯＳ）３３などが格納・保持されている。
ユーザインターフェイスには、ユーザからの情報の入力を受け付けるマウス４１及びキー
ボード４２と、ユーザに対して情報を出力するディスプレイ４３及びプリンタ４４などが
含まれる。なお、マウス４１及びキーボード４２に替えて、あるいはこれらとともに、ス
ティックコントローラ及びペンタブレットなどの入力デバイスを設けてもよい。
【００２６】
　データ格納部１３０（ハードディスク３０）は、フローサイトメータ２から出力される
微小粒子（細胞）の測定データ３２を保存する。フローサイトメータ２の入出力インター
フェイス２５０から出力される測定データは、通信ケーブル４を介して３Ｄデータ解析装
置１の入出力インターフェイス１５０に入力され、データ格納部１３０（ハードディスク
３０）に格納される。
【００２７】
　測定データ３２は、データ処理部１２０において処理される。データ処理部１２０は、
入力部１４１（マウス４１あるいはキーボード４２など）からのユーザの入力を受けて処
理を開始する。すなわち、データ処理部１２０は、ユーザによって測定データ３２から独
立した３種の変数（パラメータ）が選択され入力されると、選択されたパラメータを座標
軸として微小粒子の特性分布を表す三次元分布図を作成する。三次元分布図は、選択され
たパラメータを座標軸とした座標空間内に微小粒子をプロットすることにより作成される
。微小粒子のプロットは、選択されたパラメータの測定値から各微小粒子の座標空間内の
位置と図形を計算し、算出された位置に算出された図形を描画することによって行われる
。
【００２８】
　ここで、「独立したパラメータ」とは、微小粒子の前方散乱光（FS）、側方散乱（SS）
、蛍光（FL）及びインピーダンスなどから選択される互いに異なるパラメータを意味する
。蛍光（FL）は、微小粒子に標識された蛍光色素の波長域毎に異なるパラメータとして扱
うことができ、ＦＬ１，ＦＬ２～ＦＬｎ（ｎは３以上の整数）などと表記される。独立し
た３種のパラメータとしては、例えば、前方散乱光（FS）、側方散乱（SS）及び蛍光（FL
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1）の組み合わせや、前方散乱光（FS）、側方散乱（SS）及びインピーダンスの組み合わ
せが例示される。この他、独立した３種のパラメータは、測定データから任意に選択して
組み合わせることができる。
【００２９】
　データ処理部１２０により作成された三次元分布図は、表示部１４２（ディスプレイ４
３）に３Ｄ立体画像として表示される。表示部１４２に表示される３Ｄ立体画像は、一ま
たは二以上とできる。二以上の３Ｄ立体画像を表示する場合、同一の三次元分布図につい
て複数の異なる方向から観察した３Ｄ立体画像を表示しても、選択された３種のパラメー
タのうち少なくとも一つを異にする複数の三次元分布図の３Ｄ立体画像を表示してもよい
。この３Ｄ立体画像は、次に詳しく説明する二眼式ステレオ立体画像とされる。
【００３０】
　さらに、測定データ３２に複数の異なる時刻（タイムポイント）における測定値が含ま
れる場合には、表示部１４２は、複数のタイムポイントにおける微小粒子の特性分布を表
す三次元分布図を３Ｄ立体画像により表示してもよい。複数のタイムポイントにおける測
定値を含む測定データとしては、例えば、細胞表面分子複合体の会合又は解離を蛍光共鳴
エネルギー移動（ＦＲＥＴ）法を用いて経時的に測定したデータ、細胞膜の変化を細胞膜
の電荷に対応して蛍光波長が変化する蛍光色素を用いて経時的に測定したデータ、又は細
胞表面分子の発現強度を細胞内カルシウムの流入レスポンスと相関させて測定したデータ
などがある。
【００３１】
　複数のタイムポイントにおける三次元分布図の３Ｄ立体画像は、並べて一度に表示させ
てもよく、あるいは切り換えながら一つずつ表示させてもよい。３Ｄ立体画像の切り換え
表示を行う場合、切り換えは自動的に行われてもよく、ユーザの入力信号に基づいて行わ
れてもよい。複数のタイムポイントにおける三次元分布図の３Ｄ立体画像を表示させるこ
とで、ユーザが微小粒子の特性分布の経時的変化を確認しながらデータ解析を行うことが
でき、３種のパラメータ（座標軸）に時間（時間軸）を加えたより多元的な解析が可能と
なる。
【００３２】
　表示部１４２への３Ｄ立体画像の表示は、入力部１４１（マウス４１あるいはキーボー
ド４２など）からのユーザの入力信号に基づき任意に回転、拡大あるいは縮小させて行っ
てもよい。また、入力部１４１からの入力信号に基づいて三次元分布図の座標空間内に、
ゲーティングのための分画領域あるいは後述するデータ分析のための解析領域が設定され
る場合には、３Ｄ立体画像は該画像中に表示された分画領域あるいは解析領域を示す立体
形状とともに回転、拡大あるいは縮小される。
【００３３】
　フローサイトメータ２は、従来公知の装置と同様の構成あるいはこれを適宜改変した構
成とでき、具体的には、制御部２１０、フロー系２２０、検出系２３０、入出力インター
フェイス２５０等から構成される。
【００３４】
　フロー系２２０は、フローセルやマイクロチップに形成された流路内において、微小粒
子を含むサンプル液層流をシース液層流の中心に流し、層流中に微小粒子を一列に配列さ
せる。検出系２３０は、流路を通流する微小粒子の特性を示すパラメータ値を取得する。
具体的には、光学検出部２３１は、通流する微小粒子に光を照射し、微小粒子から生じる
散乱光や蛍光などを検出し、その強度を取得する。光学検出部２３１は、レーザー光源、
レンズ、ミラー、フィルタ、ＣＣＤ及びＣＭＯＳ素子等のエリア撮像素子あるいはＰＭＴ
（photo multiplier tube）などを含んでなる。また、電気検出部２３２は、通流する微
小粒子に対向して配された電極を含んでなり、微小粒子のインピーダンス、容量値（キャ
パシタンス）及びインダクタンスなどを取得する。フローサイトメータ２は、解析の結果
所望の特性を有すると判定された微小粒子を分取するための分取系２４０を備えていても
よい。分取系２４０には、例えば、微小粒子を含む液滴をフローセル外の空間に吐出し、
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液滴の移動方向を制御することにより、所望の微小粒子のみを容器に回収する方式を採用
できる。
【００３５】
　検出系２３０において検出された散乱光及び蛍光などの強度の測定値、あるいはインピ
ーダンス、容量値（キャパシタンス）及びインダクタンスなどの測定値は、電気信号に変
換され、測定データとして入出力インターフェイス２５０から出力される。
【００３６】
２．３Ｄ立体画像の表示
　図３に、本技術に係る３Ｄデータ解析装置により表示される三次元分布図を模式的に示
す。この三次元分布図は、表示部１４２に３Ｄ立体画像により表示され、ユーザによって
立体的に視認され得るものである。
【００３７】
　三次元分布図５は、ユーザにより選択された３種のパラメータを座標軸とした座標空間
６内に微小粒子の特性分布を示す。三次元分布図５では、選択されたパラメータの測定値
から算出される位置に各微小粒子に対応する図形７が描画される。
【００３８】
　図では、３種のパラメータを、前方散乱光（FS-Lin：Ｘ軸）、側方散乱（SS-Lin：Ｙ軸
）及び第一の蛍光（FL1-Lin：Ｚ軸）の組み合わせとした場合を例示した。各座標軸にと
るパラメータは、任意に選択される組み合わせとできる。例えば、Ｘ軸に第一の蛍光（FL
1）、Ｙ軸に第二の蛍光（FL2）、Ｚ軸にインピーダンスをとることもできる。
【００３９】
　三次元分布図５の３Ｄ立体表示は、二眼式ステレオ立体画像により行われる。図４に、
本技術に係る３Ｄデータ解析装置により表示される二眼式ステレオ立体画像を模式的に示
す。
【００４０】
　データ処理部１２０は、ユーザによってパラメータが選択されると三次元分布図５を作
成して、該分布図を左眼で見たときの画像（左眼用画像５Ｌ）と、右眼で見たときの画像
（右眼用画像５Ｒ）を作成する。表示部１４２（ディスプレイ４３）は、左眼用画像５Ｌ
及び右眼用画像５Ｒを同時に表示し、左眼用画像５Ｌを左眼だけに、右眼用画像５Ｒを右
眼だけに分離提示する。
【００４１】
　分離提示は、例えばメガネ方式の一つである時分割方式では、左眼用画像５Ｌと右眼用
画像５Ｒとをわずかな時間差で交互に表示させ、これにシャッタメガネ８を同期させるこ
とによって行うことができる。この他、分離提示は、アナグリフ方式及び偏光フィルタ方
式などの他のメガネ方式、パララックスバリア方式及びレンティキュラ方式などの裸眼方
式、ステレオスコープ方式及びヘッドマウント方式などのビューア方式を採用してもよい
。
【００４２】
　ディスプレイ４３は、左眼用画像５Ｌ及び右眼用画像５Ｒを分離提示することによって
、三次元空間で三次元分布図を見ている際に目に映る映像を再現し、ユーザに分布図を立
体視させる。
【００４３】
３．データ解析
　データ分析のための解析領域の設定は、ユーザが、表示部１４２に表示された３Ｄ立体
画像を見ながら、マウス４１あるいはキーボード４２などの入力デバイスを用いて、三次
元分布図５の座標空間６を複数の領域に区分けする平面を設定することによって行われる
。図５に、設定される平面と領域の具体例を示す。ここでは、簡略のため、１つの座標軸
Ｘに沿って平面（以下、「ガイド面」とも称する）５１によって座標空間６を２つの領域
６１，６２に区分けする例を示した。
【００４４】
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　ガイド面５１は、座標軸Ｘに対して垂直であり、座標空間６を軸方向において領域６１
及び領域６２に分割している。ガイド面５１は、ガイド面５１と座標軸Ｘとの交点に配置
された標識図形５１１をマウス４１あるいはキーボード４２などの入力デバイスを用いて
移動させることによって、標識図形５１１とともに移動される。すなわち、入力部１４１
からの入力信号に基づいて標識図形５１１が座標軸上を移動されると、これに伴ってガイ
ド面５１が座標空間６内を移動されて位置変更される。図中矢印は、座標軸Ｘ上の標識図
形５１１の移動方向及び座標空間６内のガイド面５１の移動方向を示す。
【００４５】
　具体的には、例えば、目的細胞が所定のパラメータについて一定値以上の値を示すこと
が既知である場合、該パラメータをとった座標軸Ｘ上の標識図形５１１を一定値にまで移
動させる。そして、標識図形５１１の移動に伴って座標空間６内を移動するガイド面５１
によって、座標空間６を一定値以上の領域（目的細胞に対応する図形７が存する領域）６
２と一定値未満の領域（非目的細胞に対応する図形７が存する領域）６１とに区分けする
。
【００４６】
　３Ｄ立体画像において、ガイド面５１は、立体視した際にガイド面５１よりも奥に観察
される図形７（ここでは、領域６２に位置する図形７）をユーザが観察できるように、半
透明で表示される。ユーザは、ガイド面５１よりも奥の図形７を、半透明のガイド面５１
を透かして視認することができる。これにより、例えば、目的細胞に対応する図形７と非
目的細胞とに対応する図形７とをパラメータの値によってではなく、分布状況に応じた適
切な座標位置で区分けする場合に、ユーザが、座標軸Ｘ方向における図形７の分布を視認
しながらガイド面５１の位置を設定できる。
【００４７】
　ガイド面５１は、入力部１４１からの信号入力時にのみ３Ｄ立体画像中に表示されるよ
うにしてもよい。これにより、ユーザがガイド面５１の設定を行う際に、ガイド面５１よ
りも奥に観察される図形７をより良好に視認できる。また、ガイド面５１よりも奥に観察
される座標軸や、座標軸の目盛及び数値も見易くなる。なお、入力部１４１からのユーザ
の入力信号に基づいて３Ｄ立体画像中へのガイド面５１の表示の有無を切り換え可能とす
ることによっても同様の効果を得られる。この場合、ユーザは、ガイド面５１の位置調整
を行う際には、画像中にガイド面５１を表示させ、設定後のガイド面５１の位置及びこれ
によって区分けされた領域を確認したい場合には、画像中にガイド面５１を非表示とすれ
ばよい。
【００４８】
　座標空間６は、解析するデータに応じて２以上の領域に区分けすることができる。領域
の数は特に限定されないが、各座標軸にそれぞれ垂直なガイド面を設定することにより、
座標空間６を８つの領域に区分することが好ましい。図６に、座標空間６を８領域に区分
した三次元分布図を示す。
【００４９】
　ガイド面５１，５２，５３はそれぞれＸ，Ｙ，Ｚの座標軸に垂直であり、これらの３つ
のガイド面によって座標空間６は領域６１～６８の８つの領域に分割されている。８つの
領域のうち、例えば、領域６１は、Ｘ軸にとったパラメータの値が標識図形５１１の位置
する値よりも大きく、Ｙ軸にとったパラメータの値が標識図形５２１の値よりも小さく、
Ｚ軸にとったパラメータの値が標識図形５３１の値よりも小さい領域である。また、例え
ば、領域６８は、Ｘ軸にとったパラメータの値が標識図形５１１の位置する値よりも小さ
く、Ｙ軸にとったパラメータの値が標識図形５２１の値よりも大きく、Ｚ軸にとったパラ
メータの値が標識図形５３１の値よりも大きい領域である。
【００５０】
　ガイド面５１，５２，５３は、上述のように、座標軸との交点に配置された標識図形５
１１，５２１，５３１を移動させることによってそれぞれ位置変更することができる（図
７（Ａ）参照）。あるいは、ガイド面５１，５２，５３を移動させるための標識図形とし
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て、３つの平面の交点に標識図形５４１を配置してもよい。この場合、標識図形５４１を
移動させることによって、ガイド面５１，５２，５３を一括して同時に位置変更できる。
【００５１】
　なお、ここでは、ガイド面を座標軸に対して垂直な面として設定する場合について説明
したが、ガイド面はいずれの座標軸に対しても垂直でない斜めの面として設定することも
できる（図８参照）。この場合も、ガイド面と各座標軸との交点に配置した標識図形を移
動させることで、ガイド面の位置及び傾きを変更できる。
【００５２】
４．データ表示
　データ処理部１２０は、各領域におけるパラメータの値及び／又は分布頻度を計算し、
表示部１４２に、パラメータの値及び／又は分布頻度に関する情報（解析結果）を表示さ
せる。
【００５３】
　パラメータの値に関する情報は、例えば当該領域に存在する図形７についてのパラメー
タの最小値、最大値、平均値、中央値、標準偏差あるいは標準誤差などとできる。また、
分布頻度に関する情報は、当該領域に存在する図形７の数が、座標空間６全体に存在する
図形７の数に占める割合とされる。分布頻度は、例えば、細胞集団中に目的細胞がどれく
らいの比率で含まれているのかを示すポピュレーション情報として有用である。
【００５４】
　図９に、座標空間６を８領域に区分した三次元分布図における頻度分布の解析結果の表
示例を示す。ここでは、図６に示した領域６１～６８を設定した三次元分布図５において
、Ｘ軸、Ｙ軸及びＺ軸のパラメータにそれぞれ第一の蛍光（FL1）、第三の蛍光（FL3）及
び第５の蛍光（FL5）をとった例を説明する。
【００５５】
　図に示す解析結果の表中において、例えば、ＦＬ１（＋）・ＦＬ３（－）・ＦＬ５（－
）の欄は、ＦＬ１の測定値が標識図形５１１の位置する値よりも大きく、ＦＬ３の測定値
が標識図形５２１の値よりも小さく、ＦＬ５の測定値が標識図形５３１の値よりも小さい
領域６１の頻度分布の解析結果（１５．６％）を示している。また、例えば、ＦＬ１（－
）・ＦＬ３（＋）・ＦＬ５（＋）の欄は、ＦＬ１の測定値が標識図形５１１の位置する値
よりも小さく、ＦＬ３の測定値が標識図形５２１の値よりも大きく、ＦＬ５の測定値が標
識図形５３１の値よりも大きい領域６８の頻度分布の解析結果（７．７％）を示している
。
【００５６】
　頻度分布の解析結果は、表示部１４２に表示される３Ｄ立体画像において、各領域内の
図形７を分布頻度に関連付けされた色で多色表示することでユーザに提示してもよい。分
布頻度と図形７の色との関連付けには、従来、頻度情報の視覚化に用いられているヒート
マップ表示を応用できる。
【００５７】
　図１０に、分布頻度を反映させて多色表示した三次元分布図を示す。（Ａ）に示す三次
元分布図は、図６に示した図と同一であり、ガイド面５１，５２，５３によって領域６１
～６８に区分けされ、各領域の分布頻度は図９に示したように算出されているものとする
。（Ｂ）は各領域について算出された分布頻度の数値に応じ、当該領域内に存在する図形
７に付与する色を示す図であり、分布頻度が高いほど濃い色が、分布頻度が低いほど淡い
色が対応付けされている。
【００５８】
　（Ａ）に示す三次元分布図では、（Ｂ）に示す分布頻度と色の対応関係に基づき、頻度
分布が高い領域内（図６の領域６３が最も高い）では図形７の色が濃く、頻度分布が低い
領域（図６の領域６７が最も低い）では図形の色が淡く表示されている。このように、頻
度分布の解析結果を、３Ｄ立体画像中において各領域内の図形７を頻度分布に応じた異な
る色によって表示することで、ユーザが直感的に解析結果を知得することが可能となる。
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【００５９】
　分布頻度と色の対応付けは、ここで示したように単一色の濃淡のみならず、異なる明度
、彩度又は色相によって多色表示することが可能である。例えば、従来のヒートマップ表
示のように、分布頻度が高い領域には赤などの暖色系を用い、中程度の領域には緑などの
中間色系を用い、低い領域には青などの寒色系を用いて、分布頻度が下がるにしたがって
暖色系から寒色系へ色を変化させて表示する方式を採用できる。
【００６０】
　データ処理部１２０による各領域のパラメータの値及び／又は分布頻度の計算は、ユー
ザが入力デバイスを用いてガイド面を移動させるのに連動させて、ガイド面の位置変更と
領域の再設定が行われる都度に新たに実行されるようにしてもよい。さらに、新たに算出
された分布頻度は、三次元分布図の各領域内の図形７の色を該分布頻度に応じた色に都度
更新することによって、表示部１４２に表示される３Ｄ立体画像に反映させることが好ま
しい。このように、ユーザによるガイド面の位置変更及び領域の再設定に応答して、３Ｄ
立体画像中にリアルタイムに分布頻度の解析結果を表示させることでユーザが解析結果を
より直感的に知得することができ、データの解析効率の向上に寄与できる。
【００６１】
　上記のようなユーザによるガイド面の位置変更及び領域の再設定に連動して自動的に三
次元分布図の各領域内の図形７の色を変化させる方法に加えて、ユーザがガイド面の位置
変更等の後に所望のタイミングで図形７の色を変化させ、分布頻度の解析結果を確認する
ことができるようにしてもよい。この場合、ユーザによるガイド面の位置変更及び領域の
再設定の作業中は、各領域内の全ての図形７を同一色で表示してもよいが、好ましくは領
域毎に固有の色で図形７を表示することが好ましい。例えば、図６に示した座標空間６を
８領域に区分した三次元分布図の例では、領域６１～６８の８つの領域内の図形７をそれ
ぞれ固有の異なる色によって表示させる。このように、各領域に固有の色を付与して図形
７の表示を行うことで、ユーザがガイド面の位置変更を行う際に、各図形７がいずれの領
域に存在しているのかを確認しながら領域の設定を行うことができ、領域間の境界を明確
に認識して、正確な領域設定を行うことが可能となる。なお、ガイド面の位置変更等が完
了した後は、ユーザが所望のタイミングで図形７の色を領域固有の色から各領域の分布頻
度を反映した色に変化させ、分布頻度の解析結果を確認できるようにすることが好ましい
。
【００６２】
　このように、３Ｄデータ解析装置１では、ユーザは、任意に選択した３種のパラメータ
を座標軸とした三次元分布図を立体視しながらデータ解析のための領域を設定し、該領域
における変数値及び／又は分布頻度の解析結果を得ることができる。このため、３Ｄデー
タ解析装置１では、従来の１種又は２種のパラメータを座標軸としたヒストグラムあるい
はサイトグラムでは解析対象とする微小粒子の特定が困難なサンプルであっても、解析対
象微小粒子のみが存在するような領域を設定して、正確な解析結果を得ることが可能とな
る。また、座標軸に用いるパラメータを任意に組み合わせて三次元分布図を表示させるこ
とで、一つのグラフで微小粒子の３つの特性に関する情報を得ることができる。さらに、
同一の三次元分布図について複数の異なる方向から観察した３Ｄ立体画像を表示させたり
、選択された３種のパラメータのうち少なくとも一つを異にする複数の三次元分布図の３
Ｄ立体画像を表示させたりすることで、より多くの情報を得ることができる。このため、
３Ｄデータ解析装置１では、従来のヒストグラムあるいはサイトグラムによる解析に比べ
て参照すべきグラフ数を減らして、効率的な解析を行うことができる。
【００６３】
５．３Ｄ立体画像の特徴
　以下、本技術に係る３Ｄデータ解析装置により表示される３Ｄ立体画像の特徴について
順に説明する。
【００６４】
（５－１）図形の形状



(13) JP 2013-88898 A 2013.5.13

10

20

30

40

50

　図３中符号７で示した微小粒子に対応する図形は、所定形状のポリゴンの組み合わせか
らなる多面体として計算され、３Ｄ立体画像中に表示される。上記のように、データ処理
部１２０は、ユーザが選択したパラメータの測定値に基づいて各微小粒子の座標空間内の
位置と図形７を計算し、三次元分布図を作成する。この際、図形７を所定形状のポリゴン
の組み合わせからなる多面体として計算することで、データ処理部１２０における計算負
荷を軽減できる。また、図形７を所定形状のポリゴンの組み合わせからなる多面体として
３Ｄ立体画像中に表示することで、立体視した際の画像の立体感を増強することができる
。
【００６５】
　所定形状のポリゴンの組み合わせからなる多面体としては、例えば、図１１（Ａ）に示
すような、三角形のポリゴンが６つ組み合わされてなる６面体や、（Ｂ）に示す該ポリゴ
ンが８つ組み合わされてなる８面体を採用できる。図形７の形状は、所定形状のポリゴン
の組み合わせからなる多面体である限りにおいて特に限定されないが、計算負荷の軽減と
立体感の観点から６面体あるいは８面体が好ましい。
【００６６】
（５－２）図形のシェード処理
　３Ｄ立体画像において、図形７は、立体視した際に手前に観察される図形ほど濃く、奥
に観察される図形ほど淡く表示される。このように図形７の濃淡を変化させる処理を、以
下「シェード処理」と称するものとする。
【００６７】
　シェード処理された図形７の立体観察像（以下単に「立体像」という）の概念図を図１
２に示す。図中矢印の方向に従って、手前に観察される図形７ほど濃く、奥に観察される
図形７ほど淡くなっている。このように、図形７のシェード処理を行うことによって、３
Ｄ立体画像の立体像に奥行きを与えて立体感を向上できる。
【００６８】
　図１３を参照して、シェード処理の処理方法を説明する。ディスプレイ４３には左眼用
画像と右眼用画像が同時に表示され、立体視した際にディスプレイ４３の画面の位置に観
察される図形７０の左眼用画像と右眼用画像は重なった状態で表示される（図１３（Ｂ）
参照）。
【００６９】
　ディスプレイ４３に表示される左眼用画像が右眼用画像よりも右側にある場合（図１３
（Ａ）参照）、図形は、ディスプレイ４３の画面の位置よりも手前に立体視される。画面
位置から飛び出して観察される図形の立体像を図中符号７１で示し、ディスプレイ４３に
表示される図形７１の左眼用画像を符号７１Ｌで、右眼用画像を符号７１Ｒで示す。一方
、ディスプレイ４３に表示される左眼用画像が右眼用画像よりも左側にある場合（図１３
（Ｃ）参照）、図形は、ディスプレイ４３の画面の位置よりも奥に立体視される。画面位
置から飛び出して観察される図形の立体像を図中符号７２で示し、ディスプレイ４３に表
示される図形７１の左眼用画像を符号７２Ｌで、右眼用画像を符号７２Ｒで示す。
【００７０】
　シェード処理では、手前に観察される図形７１の左眼用画像７１Ｌ及び右眼用画像７１
Ｒをより濃く、奥に観察される図形７２の左眼用画像７２Ｌ及び右眼用画像７２Ｒをより
淡く表示するようにする。
【００７１】
（５－３）座標軸
　３Ｄ立体画像において、座標軸は、立体視した際に手前に観察される部分ほど太く、奥
に観察される分ほど細く表示される。太さを変化させた座標軸の立体像の概念図を図１４
に示す。このように、座標軸の太さを変化させることによって、３Ｄ立体画像の立体像に
奥行きを与えて立体感を向上できる。
【００７２】
　また、図１４に示すように、座標軸の目盛間隔を立体視した際に手前に観察される部分
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ほど広く、奥に観察される分ほど狭く表示することによって、立体像にさらに奥行きを与
えられる。また、座標軸名（図ではSS-Lin）及び目盛数値（図では200, 400, 600, 800, 
1000）の文字を手前ほど大きく、奥ほど小さく表示したりすることによっても同様の効果
が得られる。なお、座標軸の太さ、目盛間隔及び文字の大きさを変化させる処理は、上述
のシェード処理を応用して行うことが可能である。
【００７３】
　座標軸は、線形軸（リニア軸）と対数軸とが組み合わされた特性を有するバイエクスポ
ネンシャル軸（非特許文献１参照）としてもよい。バイエクスポネンシャル軸では、座標
軸として選択されたパラメータの測定値が所定値より小さいデータに対しては、線形関数
を主たる関数要素とする関数を適用して微小粒子に対応する図形７の位置が算出される。
また、測定値が所定値より大きいデータに対しては、対数関数を主たる関数要素とする関
数を適用して図形７の位置を算出する。より簡便には、バイエクスポネンシャル軸は、所
定値よりも大きい領域を対数軸、所定値よりも小さい領域を線形軸としたものとできる。
三次元分布図の座標軸をバイエクスポネンシャル軸とすることで、対数軸の特性を活かし
た広いダイナミックレンジの表示が可能となり、同時に線形軸の特性により負数の表示も
可能となる。なお、三次元分布図の座標軸は、少なくとも一つがバイエクスポネンシャル
軸とされればよいものとする。
【００７４】
（５－４）動画像
　既に説明したように、表示部１４２（ディスプレイ４３）への３Ｄ立体画像の表示は、
入力部１４１（マウス４１あるいはキーボード４２など）からのユーザの入力信号に基づ
き任意に回転、拡大あるいは縮小させて行ってもよい。３Ｄ立体画像を回転する際には、
図３に示したように、座標空間６を構成する立体形状（図では立方体）の各辺に座標軸が
表示されていることが好ましい。これらの座標軸により座標空間６の立体形状が明確にな
るため、３Ｄ立体画像を回転させた際の三次元分布図の向きの変化を認識し易くなる。
【００７５】
　ディスプレイ４３に表示される３Ｄ立体画像は、ユーザからの入力により随意に回転さ
れる他、常時一定方向あるいは不特定方向にゆっくりと回転していてもよい。３Ｄ立体画
像を常時回転する動画像により表示することで、静止画像による表示に比べて立体感を高
められる。
【００７６】
　さらに、ディスプレイ４３に表示される３Ｄ立体画像は、ユーザによる回転操作中及び
自動回転中の任意のタイミングで、ユーザの入力信号に基づいて、ユーザにより選択され
た座標軸方向からの立体観察像を提供する向きにまで自動的に回転される。図１５に、各
座標軸方向からの三次元分布図の立体観察像を示す。（Ａ）はＺ軸方向からの観察像、（
Ｂ）はＸ軸方向からの観察像、（Ｃ）はＹ軸方向からの観察像を示す。各座標軸方向から
の視点の切り換えは、例えばキーボード４２からのＺキーの入力によって画像がＺ軸方向
視点に回転し、Ｘキーの入力によって画像がＺ軸方向視点からＸ軸方向視点へ回転するよ
うにすればよい。また、各座標軸方向からの視点の切り換えは、例えばディスプレイ４３
に表示されたアイコンをマウス４１によってクリックすることによって行われるようにし
てもよい。このように、簡単な入力によって各座標軸方向からの視点を切り換えて３Ｄ立
体画像を観察できるようにすることで、三次元分布図における微小粒子の特性分布をユー
ザが把握し易くなる。
【００７７】
　なお、ディスプレイ４３において３Ｄ立体画像を常時回転させて表示する場合、３Ｄ立
体画像は、三次元分布図の上下方向を保つように回転されることが好ましい。すなわち、
３Ｄ立体画像は、三次元分布図のＸＹ平面、ＹＺ平面及びＺＸ平面から選択されるいずれ
かの面を常に分布図下方に向けた状態で回転されることが好ましい。具体的には、例えば
図１５（Ａ）に示す３Ｄ立体画像を常時回転させる場合、ＺＸ平面が三次元分布図の底面
に常に位置するように画像を回転させる。この際、三次元分布図の回転軸を傾けたり、傾
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き角度を変化させたりしながら、画像を回転させてもよい。このように、３Ｄ立体画像の
回転方向に一定の制限を加えたほうが、ユーザが三次元分布図に対する自身の視点方向を
知覚し易く、三次元分布図の向きを把握できなくなるのを防止できる。
【００７８】
　ディスプレイ４３に表示される３Ｄ立体画像は、微小粒子に対応する図形が揺動する動
画像により表示されてもよい。このとき、立体視した際に奥に観察される図形に比して手
前に観察される図形を大きく揺動させて表示させる。揺動動作が付与された図形の立体像
の概念図を図１６に示す。図形７１，７２は、図中矢印に示すように左右に揺動し、左右
への揺動幅は手前に観察される図形７１で大きく、奥に観察される図形７２で小さくなっ
ている。このように、立体視した際に奥に観察される図形に比して手前に観察される図形
をより大きく揺動させて表示することで、３Ｄ立体画像の立体像に奥行きを与えて立体感
を向上できる。
【００７９】
　また、３Ｄ立体画像を動画像により表示する場合、微小粒子に対応する図形が点滅する
ようにしてもよい。このとき、立体視した際に奥に観察される図形に比して手前に観察さ
れる図形をより高頻度に点滅させて表示させることで、３Ｄ立体画像の立体感をさらに向
上できる。
【００８０】
　さらに、測定データ３２に複数のタイムポイントにおける測定値が含まれる場合には、
各タイムポイントにおける三次元分布図の３Ｄ立体画像を動画像により表示させることも
できる。これにより、例えば上述の細胞表面分子複合体の会合又は解離を測定する例にお
いては、細胞表面分子複合体の会合等の経時的変化を動画像によって確認することができ
る。
【００８１】
　以上のように、本技術に係る３Ｄデータ解析装置は、表示される３Ｄ立体画像の立体感
を向上させるための工夫がなされている。従って、点（微小粒子に対応する図形）と線（
座標軸）のみからなる三次元分布図であっても、ユーザはその立体像を良好に視認しなが
ら測定データの解析を行うことができ、分布図上において解析対象とする微小粒子ならび
に微小粒子小集団を容易かつ直感的に特定できる。
【００８２】
６．３Ｄデータ解析プログラム
　本技術に係る３Ｄデータ解析プログラムは、微小粒子の測定データから選択される独立
した３種の変数を座標軸とする座標空間内における位置と図形を計算し、前記微小粒子の
特性分布を表す３Ｄ立体画像を作成するステップと、前記３Ｄ立体画像を表示するステッ
プと、前記３Ｄ立体画像においてユーザにより設定される平面により複数の領域に区分け
された前記座標空間の各領域内の前記図形を領域毎に異なる色で表示するステップと、を
コンピュータに実行させる。
【００８３】
　図１及び図２を再度参照して上述した実施形態に基づき説明すると、３Ｄデータ解析プ
ログラムは、ハードディスク３０に格納・保持される（図中符号３１参照）。３Ｄデータ
解析プログラムは、ＣＰＵ１０及びオペレーティングシステム（ＯＳ）３３の制御の下で
メモリ２０に読み込まれて、データ処理部１２０における三次元分布図の３Ｄ立体画像の
作成処理と、表示部１４２への３Ｄ立体画像の表示処理を実行する。
【００８４】
　３Ｄデータ解析プログラムは、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録されたもの
とできる。記録媒体としては、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であれば特に制限は
ないが、例えば、フレキシブルディスクやＣＤ－ＲＯＭ等の円盤形記録媒体が用いられる
。また、磁気テープ等のテープ型記録媒体を用いてもよい。
【００８５】
　本技術に係る３Ｄデータ解析装置は、以下のような構成をとることもできる。
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（１）微小粒子の測定データを保存するデータ格納部と、前記測定データから独立した３
種の変数を選択する入力部と、前記３種の変数を座標軸とする座標空間内における位置と
図形を計算し、前記微小粒子の特性分布を表す３Ｄ立体画像を作成するデータ処理部と、
前記３Ｄ立体画像を表示する表示部と、を有し、前記３Ｄ立体画像において、平面によっ
て複数の領域に区分けされた前記座標空間の各領域内の前記図形を領域毎に異なる色で表
示する３Ｄデータ解析装置。
（２）前記データ処理部は、前記領域毎の分布頻度を計算し、前記表示部は、各領域内の
前記図形を、分布頻度に関連付けられた色で表示する上記（１）記載の３Ｄデータ解析装
置。
（３）前記入力部からの入力信号に基づいて前記平面を位置変更可能に設定し、前記３Ｄ
立体画像中に表示する上記（１）又は（２）記載の３Ｄデータ解析装置。
（４）前記データ処理部が前記平面の位置変更に連動して前記分布頻度を計算し、各領域
内の前記図形の色がリアルタイムに変化して表示される上記（１）～（３）のいずれかに
記載の３Ｄデータ解析装置。
（５）前記入力部からの入力信号に基づいて前記表示部において前記３Ｄ立体画像を回転
させ、任意に選択された座標軸方向からの該画像の立体像観察を可能とする上記（１）～
（４）のいずれかに記載の３Ｄデータ解析装置。
【産業上の利用可能性】
【００８６】
　本技術に係る３Ｄデータ解析装置によれば、任意に選択した３種のパラメータを座標軸
とした三次元分布図を立体視しながらデータ解析のための領域を設定することで、従来の
ヒストグラムあるいはサイトグラムを用いた装置では解析が困難なサンプルについても正
確な解析結果を得ることができる。従って、本技術に係る３Ｄデータ解析装置は、例えば
フローサイトメータとともに用いられて、医療分野、公衆衛生分野あるいは創薬分野等に
おいて、細胞や微生物の特性を容易かつ高精度に解析するために用いられ得る。
【符号の説明】
【００８７】
１：３Ｄデータ解析装置、１０：中央処理装置、１１０：制御部、１２０：データ処理部
、１３０：データ格納部、１４１：入力部、１４２：表示部、１５０：入出力インターフ
ェイス、２：フローサイトメータ、２０：メモリ、２１０：制御部、２２０：フロー系、
２３０：検出系、２３１：光学検出部、２３２：電気検出部、２４０：分取系、２５０：
入出力インターフェイス、３：微小粒子解析システム、３０：ハードディスク、３１：３
Ｄデータ解析プログラム、３２：測定データ、３３：オペレーティングシステム、４：通
信ケーブル、４１：マウス、４２：キーボード、４３：ディスプレイ、４４：プリンタ、
５：三次元分布図、５１，５２，５３：ガイド面、５１１，５２１，５３１，５４１：標
識図形、６：座標空間、６１，６２，６３，６４，６５，６６，６７，６８：領域、７：
図形、８：シャッタメガネ
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